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私が受け持つキリスト教概論の授業では､ 毎年

最初の方で､ 破壊的カルトの偽装勧誘について話

をします｡ 破壊的カルトとは､ 金銭的・身体的・

精神的被害をもたらすような､ 個人の人権を侵害

し､ 公共の福祉を破壊する反社会的集団のことで､

被害者を加害者に変えていく構造を持ったグルー

プです｡

多くの学生は､ カルトと言えば ｢怪しい宗教｣

というイメージを持っていますが､ 過激派テロ組

織などの思想・政治カルト､ マルチ商法や信者ビ

ジネスなどの商業カルト､ 自称カウンセラーや自

己啓発セミナーなどの心理療法カルトに並び､ 霊

視商法や霊感商法などを行う宗教カルトが存在し

ており､ あらゆる分野のカルトが活動しています｡

また､ 宗教カルトも新宗教や異端のグループだ

けでなく､ いわゆる正統的な教義を教える教会に

も､ 金銭トラブルや性暴力などを引き起こす ｢カ

ルト化した教会｣ があります｡ 大学キャンパスで
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��������������� 本年度より本学短期大学部宗教主事に就任した

八木橋康広と申します｡ 私はこの３月まで岡山県

の高梁 (たかはし) 市という中国山地の山襞にあ

るような小さな城下町の小さなキリスト教会の牧

師を３５歳から６０歳まで２５年間務めました｡

今の時点で振り返ってみますと､ 信徒の方々はそ

れぞれの心の中にいくつもの ｢世界｣ やいくつも

の ｢宇宙｣ をもっていて､ その時々に応じてその

核のようなところに深く関与するのが牧師として

の職務だというふうに理解しておりました｡ それ

によって私の身体は中国山地の ｢すり鉢の底｣ の

ような狭い盆地の町にありながらも､ 私の魂は実

に多くの世界や宇宙を体験させていただいたよう

に思います｡ つまり信徒の ｢生き死にの現場に立

ち会う｣ という仕事を通して､ 彼らの魂の中に宿

る ｢並外れて偉大な宝｣ の片鱗を私も頂いたと感

じております｡

６０歳という節目の年齢での退任が決まり､ そ

の後本学院の教育職員の話があり､ この度それが

実現しました｡ これはまったく予想外のことでし

た｡ ここにはまずは人智や人間の意図を超えた力

が働いていると信じます｡ それと同時に､ ここま

で私の人生を導いてくださった多くの方々の手に

よるものと信じます｡ キリスト教では､ このよう

な人間の力とそれを超えた運命的な力をすべて含

めて ｢神の導き｣ と言っているのだと思います｡

本学宗教主事に就任出来ましたことは神の導き

であり､ 本学の皆様との出会いを稀有な宝と信じ､

これまで多くの方々から頂いた見えざる宝を特に

学生の方々に少しでも伝えることが出来るように

努めて参りたいと思います｡
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正体や目的を隠して､ ボランティアや異文化交流､

英会話教室などの名目で偽装勧誘をする団体も多

いです｡ ｢怪しい宗教｣ だけ警戒しても意味があ

りません｡

もちろん､ キリスト教系以外にも､ 仏教系や神

道系の宗教カルト､ 情報商材や闇バイトなどの犯

罪に手を染めさせる商業カルトが､ どの学校でも､

何らかの形で学生に接触してきます｡ 詐欺師と同

様､ 最初から怪しさマックスで近づくメンバーは

ほとんどいません｡ たいていは､ 組織を信頼しきっ

た優しく真面目な人たちが､ 善意で接触してきま

す｡ 学生だけでなく､ 教師や職員や保護者の中に

も､ 気づかずに接触を受けている人がいます｡

特に､ 最近では ���������､ �������､ ��������
などの���を用いた偽装勧誘が活発です｡ 同じ
趣味や関心を持っているように装って仲良くなろ

うと､ ターゲットの投稿にコメントを送り､ ｢い

いね｣ をつけて､ シェアに協力してきます｡ 好感

度が上がってきたところで､ メッセージやダイレ

クトメールで連絡先の交換を持ちかけます｡

その後､ ����を使ったビデオ会議でセミナー
を受けないか誘ったり､ 直接会ってカルトのフロ

ント組織やダミーサークルへ入会させたり､ �泊､�泊､ �泊の合宿へ次々と参加させられるように
なります｡ メンバーは皆親切で､ 今までにないく

らい､ 真剣に悩みを聞いて､ 夢を応援してくれま

す｡

そうして､ すっかり信頼関係が築かれてから､

半年後､ 数年後に､ 初めて組織の正体と目的を知

らされます｡ その頃には､ もはや仲間を疑うこと

はできません｡ 今度は自分が勧誘する側に回って

いきます｡ このような正体や目的を隠した偽装勧

誘があることを､ 学生､ 教師､ 職員､ 保護者が理

解して､ みんなで被害を防ぐことが重要です｡
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